
 審査登録業務の流れ
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手順 受審組織 本会

 所定の用紙にて、登録申込み

 申込み内容を確認し、受理

 審査ﾁｰﾑのﾒﾝﾊﾞｰを編成

 本会が必要と判断した場合、受審

 もし、文書の内容に規格に適合しな

 い個所があれば、改訂して提出

 改訂文書を審査し、結果を報告

 実地審査を計画し、第１段階審査計画書

(実地)を作成・送付

 受審組織のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの

 組織の概要、事業活動の概要、

 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築ｽｹｼﾞｭｰﾙを調査

 文書審査資料の提出

 （ﾏﾆｭｱﾙ、補足文書）

 規格適合性を確認

 文書審査の結果を報告

 第１段階審査の結果を基に、実地

 審査を計画し、第２段階審査計画書

(実地)を作成・送付

 受審組織のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの実施

 状況を確認（規格への適合性、方針

 への適合性、方針等の達成状況）

 構築状況の確認

 実地審査の結果を報告

 もし、不適合が発見された場合、

 第２段階までに是正処置を実施

 登録、JABへの登録など）

 登録証書を作成し、発行

 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査の結果を報告

 審査完了

 実地審査の結果を報告

 もし、不適合が発見された場合、

 是正処置を実施し、結果を提出

 是正処置の内容及びその有効性

 を確認

 登録内容の公表

 登録証書の作成

 があり、本会が必要と判断した場合

 に実施

　

 審査登録の維持

　第1回年次審査（１年目）

　第2回年次審査（２年目）

　更新審査（３年目）

　　　更新後は同じｻｲｸﾙを繰り返す

 本会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに登録内容を公表

 登録の維持

 登録後、少なくとも年1回の年次審査、

 3年ごとの更新審査を実施

 臨時審査は、ｼｽﾃﾑの主要な変更等

 審査結果を品質委員会で審議し、

 登録決定

 登録のための手続き（登録簿に

 第2段階審査（実地）報告書

 第２段階審査（実地）

 第２段階審査計画書（実地）

 委員会審議・承認

 審査完了

 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査報告書

 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査

 是正処置実施（該当する場合）

 第１段階審査（文書）

 申込確認、受理 審査登録申込

 審査ﾁｰﾑの編成

 文書審査資料の提出

 初期調査

 第１段階審査計画書（実地）

 改訂文書審査（該当する場合

 第１段階審査（文書）報告書

 是正処置実施（該当する場合）

 第１段階審査（実地）報告書

 第１段階審査（実地）
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